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竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱を次のように定める。 
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竹原市長 吉 田   基      

 

竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，土砂災害から市民の生命及び身体を保護するため，土砂災害警戒区

域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条

第１項に規定する土砂災害特別警戒区域（以下「特別警戒区域」という。）内の住宅及

び居室を有する建築物（以下「住宅等」という。）について，土砂災害対策改修を実施

する者に対し，予算の範囲内において竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金

（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付に関しては，竹原市補助金

交付規則（昭和３５年竹原市規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か，この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 土砂災害対策改修 既存の住宅等を建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

第８０条の３の規定に適合するよう改修することをいう。 

⑵ 事業実施者 土砂災害対策改修を実施する住宅等の所有者その他市長が適当と認

める者（以下「所有者等」という。）であって，市民税，固定資産税，軽自動車税，

国民健康保険税，介護保険料，水道使用料，下水道使用料，住宅使用料及び保育料（以



下「市民税等」という。）を滞納していない者をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，事業実施者

が行う市内に存する住宅等の土砂災害対策改修のうち，次の各号のいずれにも該当する

ものとする。ただし，他の補助金等の交付を受けるものは，当該補助金の交付の対象と

しない。 

⑴ 土砂災害対策改修を行う住宅等（以下「補助対象建築物」という。）が，特別警戒

区域内にあるものであること。 

⑵ 補助対象建築物の敷地が特別警戒区域に指定される前に建築されたものであるこ

と。 

⑶ 補助対象建築物が，国，地方公共団体その他公共的団体が所有するものでないこと。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか，市長が不適当と認める住宅等を対象とした事業でない

こと。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は，補助対象事業に係る経費（３，３００，０００円を限度とする。）

に２３％を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があるときは，これを切り

捨てた額）とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする事業実施者は，竹原市建築物土砂災害対策改修促

進事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しな

ければならない。ただし，第１号から第３号までに掲げる書類にあっては，申請者が申

請書に明示した事項に関して関係課が保管している個人情報を直接収集する旨に同意

した場合は，この限りでない。 

⑴ 補助対象建築物に係る登記事項証明書（３か月以内に交付されたものに限る。）そ

の他当該補助対象建築物の所有者等が確認できるもの 

⑵ 事業実施者に係る納税証明書その他市民税等の滞納がないことが確認できる書類 

⑶ 補助対象建築物の建築時期が確認できる書類 



⑷ 補助対象建築物の付近見取図，特別警戒区域が記載された配置図，各階平面図，立

面図，断面図，現況写真 

⑸ 建築基準法施行令第８０条の３の規定に適合していないことが確認できる資料 

⑹ 平成１３年国土交通省告示第３８３号の仕様規定への適合検討書その他土砂災害

対策改修により建築基準法施行令第８０条の３の規定に適合することが確認できる

資料 

⑺ 土砂災害対策改修に係る経費の見積書 

⑻ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の規定による確認済証（建築確認申請が

必要な場合に限る。） 

⑼ 事業実施者が補助対象建築物の所有者でない場合にあっては，所有者の同意書 

⑽ 事業実施者が補助対象建築物の居住者でない場合にあっては，居住者の同意書 

⑾ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査し，補助金を交

付することを決定したときは竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付決定

通知書（別記様式第２号）により，交付しないことを決定したときは竹原市建築物土砂

災害対策改修促進事業補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により，事業実施者

に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において，補助金の交付の

目的を達成するために必要な条件を付することがある。 

３ 補助金の交付は，一の補助対象建築物につき１回限りとする。 

（補助金の経理） 

第７条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」とい

う。）の実施者（以下「補助事業実施者」という。）は，補助金について経理を明らかに

する帳簿を作成し，補助事業の完了の日から起算して５年を経過する日の属する市の会

計年度の末日まで保存しなければならない。 

（補助事業の変更） 



第８条 補助事業実施者は，補助事業を変更しようとするときは，あらかじめ，竹原市建

築物土砂災害対策改修促進事業変更承認申請書（別記様式第４号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は，前項の申請書の提出があった場合において，その内容を審査し，適当と認め

るときは，竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業変更承認通知書（別記様式第５号）

により，補助事業実施者に通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 補助事業実施者は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，速やかに

竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業中止（廃止）届出書（別記様式第６号）を市長

に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があったときは，第６条第１項の規定による補助金の交付の決

定は，その効力を失う。 

（実績報告） 

第１０条 補助事業実施者は，補助事業が完了したときは，その日から起算して３０日を

経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の３月２０日のいずれ

か早い日までに，竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業実績報告書（別記様式第７号）

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 土砂災害対策改修の施工前後の写真 

⑵ 土砂災害対策改修の実施に関する契約書の写し 

⑶ 領収書，請求書その他支出証拠書類の写し 

⑷ 建築基準法の規定による検査済証（確認済証の交付を受けた場合に限る。） 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は，前条の規定による実績報告書の提出があった場合において，その内容

の審査及び必要に応じて行う現地調査により適当と認めるときは，補助金の額を確定し，

速やかに，竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金額確定通知書（別記様式第８

号）により補助事業実施者に通知するものとする。 

（是正のための措置） 



第１２条 市長は，第１０条の規定による実績報告書の提出があった場合において，補助

事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めると

きは，補助事業実施者に対し，これらに適合させるために必要な措置を講ずることを求

めることがある。 

（補助金の請求） 

第１３条 第１１条の規定による通知を受けた補助事業実施者は，竹原市建築物土砂災害

対策改修促進事業補助金請求書（別記様式第９号）を市長に提出し，補助金の交付の請

求をするものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は，補助事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは，補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

⑴ 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

⑵ 規則，補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反し，かつ，その是正の

ための措置を講じないとき。 

⑶ 前各号に掲げるもののほか，市長が不適当と認めるとき。 

２ 前項の規定は，第１１条の規定に基づく交付すべき補助金の額の確定があった後にお

いても適用する。  

３ 市長は，第１項の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消したときは，

竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付決定取消（変更）通知書（別記様式

第１０号）により補助事業実施者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は，前条第３項の場合において，その取消しに係る部分に関し既に交付し

た補助金があるときは，竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金返還命令書（別

記様式第１１号）により，期限を定めて当該補助金の額の全部又は一部に相当する額の

返還を命ずるものとする。 

（消費税相当額の確定に伴う補助金の返還） 

第１６条 補助事業実施者は，補助事業完了後において，交付を受けた補助金に係る消費



税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税等のうち，消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額

に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額と

の合計金額を補助対象経費の消費税等相当額に対する補助額の消費税等相当額の割合

で按分して得た金額をいう。）が消費税及び地方消費税の申告により確定した場合には，

竹原市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金消費税仕入控除税額報告書（別記様式第

１２号）により，速やかに市長に報告するとともに，市長の返還命令を受けてこれを市

に返還しなければならない。 

（報告，助言又は勧告） 

第１７条 市長は，必要があると認めるときは，補助事業実施者に対し，土砂災害対策改

修に関する報告を求めることがある。 

２ 市長は，補助事業実施者に対し，補助事業の適正な執行を確保するために必要な助言

又は勧告をすることがある。 

（暴力団の排除） 

第１８条 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当するときは，この要綱に定める他

の規定にかかわらず，補助金を交付しないものとする。  

⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力

団員（以下「暴力団員」という。）  

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定に

よる公表が現に行われている者  

⑶ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者  

２ 市長は，補助事業実施者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

（その他） 

第１９条 この要綱の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則  



この告示は，平成２８年４月１日から施行する。 


